


『「地域防災拠点」開設・運営マニュアル』改正に向けた拠点管理運営委員会向けアンケート調査
回答票

回答期限
令和８年８月18日（火）まで




回答拠点名：　　　　 区
　　　　　　　　　　　　　　　　　地域防災拠点　






〜はじめに～
アンケート調査の趣旨・目的
本市では、令和７年３月に改定された「横浜市地震防災戦略」に基づき、地域の実情等に応じた地域防災拠点の機能強化を図るため、体制等の見直しを進めていくこととしています。

この取組の一環として、災害発生時において、より実効性の高い避難所運営体制を確保するため、『「地域防災拠点」開設・運営マニュアル』（以下「拠点運営マニュアル」という。）の改正を行います。
本マニュアルの改正にあたっては、日頃より拠点運営にご尽力いただいている拠点管理運営委員会の皆様のご意見に加え、皆様が日頃感じておられる拠点運営上の課題や地域の実情を把握し、改正内容に反映させることが重要であると考えています。

　地域防災拠点を取り巻く環境や担い手の状況の変化を踏まえ、別紙の考え方のとおり拠点運営マニュアルの改正を考えております。ついては、アンケートを通じて、ご意見・ご提案をお伺いします。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理解のうえ、アンケートへのご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
[image: ]

【回答方法】：横浜市電子申請・届出システムにより回答
右記の二次元コードから回答をお願いします。

※アンケートは原則、電子申請・届出システムでの回答をお願いしておりますが、システムでの回答が困難な場合は、本アンケート調査様式をご活用いただき、区総務課までご提出ください。
	問１
	以下の「地域防災拠点発足の経緯と今後のあり方」や「別紙」の考え方に基づいて、拠点運営マニュアルの内容を見直すという全体的な方向性について、どのようにお考えになりますか。


本ページ以降が回答いただく設問になります。
いずれかの選択肢に〇をつけてください。

１　とても良いと思う　
２　良いと思う
３　どちらかといえば良いと思う
４　どちらともいえない
５　どちらかといえば良いと思わない
６　良いと思わない
７　全く良いと思わない

地域防災拠点発足の経緯と今後のあり方
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災以降、本市ではこの地震を貴重な教訓とし、「行政にとって最も大切なのは、市民の生命と財産の安全を確保すること」という信念にもとづき、実践的な観点から地震対策を見直してきました。
平成7年4月、最初に実施した見直しが震災時避難場所の指定です。さらに、同年から震災時避難場所に指定された小中学校に防災備蓄庫を整備し、救助活動に必要な資機材のほか、乾パン、水缶詰等の食料を配備するなど、避難所としての機能に加え、情報受伝達や物資備蓄などの機能を持つ「地域防災拠点」としての整備を開始しました。
以降、現在までに計459カ所の地域防災拠点を整備するに至りました。
この地域防災拠点は、発足当初こそ上述の役割を果たす拠点として整備されてきましたが、一方で、近年の他都市での災害や社会的要請の変化等を踏まえると、地域防災拠点には、従来の役割に加え、要配慮者への対応、多様な避難ニーズへの配慮、長期化する避難生活への備えなど、より幅広く、きめ細かな対応が求められるようになっています。また、地域防災の担い手不足や高齢化などにより、拠点運営を取り巻く環境も発足当時から大きく変化してきています。
　本市としては、このような社会環境の変化や国の指針等を踏まえ、地域防災拠点を改めて「➀避難所」、「➁物資集配」、「➂情報受伝達」の３つの機能を持つ拠点として位置付け、本アンケート等により地域防災拠点管理運営委員会の皆様のご意見を踏まえながら、地域の実情等に応じた地域防災拠点の機能強化を行っていきます。
	整理
番号
	マニュアル
該当ページ
	現マニュアルにおける『「地域防災拠点」開設・運営マニュアル』の改正内容（案）について

改正対象となる
編名称、小項目名称
	改正内容
	考え方別紙


	１
	P7
	３.開設準備編
	「トイレ対策」
	トイレ対策については、スフィア基準※の考え方を踏まえ、女性用と男性用の設置割合を３：１とすることを明記

※スフィア基準：災害時に被災者の尊厳や安全に配慮した支援を行うための国際的な最低生活基準
	内閣府から「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」が示され、スフィア基準の考え方を踏まえて、不足事項を追記する必要がある。

	２
	P19
	４.開設編
	「救出救助活動」
	役割整理について、救出救助活動を整理し、拠点の主任務を救護支援へ移行
	地域防災拠点は、当初は救助資機材を整備し救助活動も担ってきたが、安全管理上の課題があるとともに、アンケート結果から資機材の不要性も明らかになり、運営環境は大きく変化している。
このため、今後は避難所運営を中心とした体制へ見直し、応急手当、健康・衛生管理の巡回、要援護者への個別支援など、救護支援を重視した役割への移行が必要である。

	３
	P21
	４.開設編
	「男女のニーズの違い・性的少数者への配慮」「要援護者への対応」
	配慮すべき事項として、男女等ニーズの違い、妊産婦・乳幼児、子ども、高齢者、外国人、障がい者、食物アレルギー保有者の項目を整理
	地震防災戦略「柱２施策３配慮が必要な人（災害時要援護者）への支援」に定める取組事項や、国の指針である「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等を踏まえ、配慮事項の充実を図り、体系的に整理した上でマニュアルに位置づける必要がある。

	４
	P23
	４.開設編
	「区割りの実施」
	スペース区割りについて、スフィア基準の考え方を踏まえて、必要な生活スペース２㎡から3.5㎡へ修正
	内閣府から「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」が示されたことを踏まえ、スフィア基準の考え方に基づき、適正な数値へ修正する必要がある。

	５
	P25
	４.開設編
	「ペット対策」
	ペット対策は運営上必要な内容に絞り簡素化
	事前の備えについては、「災害時のペット対策ガイドライン」（医療局動物愛護センター）で補完しつつ、避難所運営上必要な項目を整理・精査することが求められる。

	６
	P36
	５.運営編
	「防犯対策～パトロールの実施」
	新規導入する防犯カメラに関する項目追加
	地震防災戦略「柱２施策１避難所環境の向上」に定める取組事項を踏まえ、避難所生活における防犯対策の向上をマニュアルに位置づける必要がある。

	７
	P57
	７.訓練編
	「実践型訓練」
「図上訓練」
	本市や他都市の訓練に関する奏功事例を紹介
	地震防災戦略「柱１施策１防災行動の促進及び多様な助け合いの強化（自助・共助の推進）」に定める取組事項を踏まえ、多様な意見やニーズを反映し、地域の実情に応じた実効性のある訓練を確保する必要がある。

	８
	P72
P79
	８.様式集
	「様式第８号」
「様式第15号」
	「救出が必要とされる者に関する情報票（様式第８号）」、「避難者カード（兼 安否確認票） （様式第15号）」の記載項目等の整理
	避難所運営に重点を置いた体制への見直しに伴う所要の整理および拠点運営に必要となる避難者情報を整理する必要がある。

	９
	P87
	９.データ集
	「地域防災拠点の備蓄品」
	地域防災拠点の備蓄品（一拠点あたりの配備数量）の時点更新
	地域防災拠点に一律で配備している備蓄品の一覧を時点更新する必要がある。

	10
	新規
	10.参考資料
	「参考資料」
	各種内容を補完する関連資料を一覧化し、リンクにより参照できるよう整理
	文内容の理解および運用を補完するため、関連資料を一覧化し、リンクにより参照性を高める必要がる。



	問２
	問１の回答を選択した理由をご記入ください。（自由記述）

	













	問３
	そのほか拠点運営マニュアルに関してお気づきの点やご意見等がございましたら、ご記入ください。（自由記述）

	













アンケートはこれで以上となります。お忙しいところご協力いただき、誠にありがとうございました。
ご不明点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。
　

[image: ]※現行の『「地域防災拠点」開設・運営マニュアル』については下記をご参照ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/moshimo/chikitaisaku/manual/uneimanyuaru.html
右記の二次元コードからもご覧いただけます。
【問合せ先】防災・危機管理統括本部地域防災課
　電　話：045-671-2011
　E-mail：bs-chiiki@city.yokohama.lg.jp
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